
任
期
は
、
八
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
年
七
月
三
十
一
日

ま
で
の
三
年
間
で
す
。 

新
委
員
は
、
次
の
皆
さ
ん

で
す
。
　
　
　
　〈
　

敬
称
略
　

〉 

◆
土
岐
津
町
　
渡
邉
利
勝
、

吉
本
美
彦 

◆
下
石
町
　
渡
邊
英
夫 

◆
妻
木
町
　
曽
根
昭
吾
、
大

野
修 

◆
鶴
里
町
　
佐
分
利
治
朗
、

稲
垣
長
幸
、
土
屋
功 

◆
曽
木
町
　
田
中
宏
和
、
小

木
曽
孝
司 

◆
駄
知
町
　
水
野
美
好 

◆
肥
田
町
　
丹
羽
一
郎
、
伊

納
義
人
、
楓
健
治
、
林
忠
文

◆
泉
町
　
岡
田
良
三
、
奥
村

　
夫
、
澤
田
修 

◆
農
協
　
古
林
長
俊 

◆
市
議
会
議
員
　
速
水
栄
二 

重
度
心
身
障
害
者
福
祉
医
療

の
適
用
を
受
け
て
い
る
方
は
、

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
受
給
者

証
の
有
効
期
限
が
、
九
月
三
十

日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

新
し
い
受
給
者
証
へ
の
更
新

手
続
き
が
必
要
で
す
の
で
、
現

在
ご
使
用
の
受
給
者
証
・
保
険

証
・
印
鑑
・
身
体
障
害
者
手
帳

ま
た
は
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の

上
、
左
表
の
通
り
、
各
会
場
へ

お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。 

※
重
度
福
祉
医
療
費
制
度
は
、

身
体
障
害
者
手
帳
一
級
か
ら
三

級
、
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ

1
に
該
当
す
る
満
六
十
五
歳
未

満
の
方
に
対
し
て
、
医
療
費
の

保
険
診
療
分
の
自
己
負
担
分
を

助
成
す
る
制
度
で
す
。 

詳
し
く
は
、
い
き
が
い
福
祉

課
給
付
係
（
内
線
１
５
５
）
へ

ど
う
ぞ
。 

詳しくは、教育研究所（内線２８１）へどうぞ。 


